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審議会等の委員比率について（令和元年１０月１日現在） 

  

 自治基本条例に基づく市民参加をさらに推進するため、その基礎的なデータとして審議会等に

おける公募委員や女性委員の比率を経年的に確認しています。 

◇審議会等の設置運営に関する指針 

第８ 幅広い層からの選任 

   ・幅広い年齢層と職種からの選任に努める 

   ・公募による選任に努める 

第９ 委員の選考に関する配慮 

   ・男女比率は、富士見市男女共同参画プラン（第３次）に基づき一方の性が６０％を

超えない範囲を目標に、女性委員の割合は４０％以上になるよう努める 

 

１ 公募委員について                                    

 

（１）比率について 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

活動している審議会

等の件数・委員数 

３４件 

４５９人 

３９件 

４８７人 

４３件 

５２２人 

４６件 

５４７人 

４３件 

５２０人 

４５件 

５５４人 

活動している審議会

等で公募による委員

がいる審議会等の件

数・委員数 

２０件 

３５人 

１７件 

３２人 

２２件 

４２人 

２１件 

３９人 

２１件 

４１人 

２３件 

４５人 

公募による委員の人

数の比率 
７．６％ ６．６％ ８．０％ ７．１％ ７．９％ ８．１％ 

〇活動を休止及び、廃止された審議会３件 

〇活動を開始及び、新規に設置された審議会５件 

 

（２）比率の高い審議会等  

１ 市民参加及び協働推進委員会 １０人中３人（募集３人） ３０．０％ 

２ 下水道事業審議会 １０人中３人（募集３人） ３０．０％ 

３ 安全安心なまちづくり防犯推進市民懇談会 ７人中２人（募集２人程度） ２８．６％ 

４ 情報公開・個人情報保護審議会 ８人中２人（定めなし） ２５．０％ 

５ 介護保険事業推進委員会 １３人中３人（募集３人） ２３．１％ 

６ 都市計画審議会 １４人中３人（募集３人） ２１．４％ 

７ 環境審議会 １５人中３人（定めなし） ２０．０％ 

 

 

 

資料１ 
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（３）活動している審議会等のうち公募による委員がいない審議会等（２２件） 

 （平成３０年：２２件） 

①特定の分野における専門性や豊富な経験が必要なため 

・情報公開・個人情報保護審査会（会議非公開） 

・行政不服審査会（会議非公開） 

  ・公務災害補償等認定委員会（会議非公開） 

  ・入札監視委員会（会議非公開） 

  ・いじめ調査委員会（会議非公開） 

  ・いじめ問題対策連絡協議会（会議公開） 

・介護給付費等の支給に関する審査会（会議非公開） 

・介護認定審査会（会議非公開） 

・老人ホーム入所判定委員会（会議非公開） 

・農業振興地域整備促進協議会（会議非公開） 

・地域公共交通会議（会議公開） 

・文化財審議会（会議公開） 

・就学支援委員会（会議一部非公開） 

・いじめのない学校づくり委員会（会議一部公開） 

・学校給食センター運営委員会（会議公開） 

・青年の家跡地等整備推進会議（会議公開） 

 

②個人情報をもとに審議するため 

・情報公開・個人情報保護審査会（会議非公開） 

・行政不服審査会（会議非公開） 

 ・公務災害補償等認定委員会（会議非公開） 

・いじめ調査委員会（会議非公開） 

  ・老人ホーム入所判定委員会（会議非公開） 

  ・就学支援委員会（会議一部非公開） 

・いじめのない学校づくり委員会（会議一部公開） 

 

 ③特定の個人や団体の利益につながるような内容について審議するため 

・富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会(図書館)（会議非公開） 

・農業振興地域整備促進協議会（会議非公開） 

 

 ④その他 

  ・国民保護協議会 

    武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律により、委員となる者が規

定されているため 

  ・防災会議 

    富士見市防災会議条例により、委員となる者が規定されているため 

  ・民生委員推薦会 

    民生委員推薦会においては、個人の住所や生年月日、経歴、役職、家族構成、職業及び

健康状態等の個人の秘密に属する事項を多く含む個人情報を取り扱うため 
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  ・都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理審議会（会議公開） 

    土地区画整理法第 58条第 1項及び第 3項により、委員の構成が規定されているため 

  ・都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理審議会（会議公開） 

    土地区画整理法第 58条第 1項の規定により、選挙で選出されるため 

・学校給食センター運営委員会（会議公開） 

富士見市学校給食センター運営委員会規則により、委員の構成が定められているため 

・青年の家跡地等整備推進会議（会議公開） 

青年の家跡地及びびん沼川一帯の活用について基本的な方針を検討するにあたり、地元

のまちづくり協議会や学校関係者の方から意見等を伺うため 
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２ 女性委員について                                    

 

（１）比率について 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

活動している審議会

等の件数・委員数 

３４件 

４５９人 

３９件 

４８７人 

４３件 

５２２人 

４６件 

５４７人 

４３件 

５２０人 

４５件 

５５４人 

活動している審議会

等で女性委員がいる

審議会等の件数・女

性委員数 

２９件 

１２４人 

３５件 

１３８人 

３６件 

１４８人 

４０件 

１６０人 

３８件 

１５４人 

４３件 

１７６人 

女性委員の人数の比

率 
２７．０％ ２８．３％ ２８．４％ ２９．３％ ２９．６％ ３１．８％ 

 

（２）比率の高い審議会等(富士見市男女共同参画プランの目標４０％を超えるもの)（１８件） 

（平成３０年：１３件） 

１ 男女共同参画社会確立協議会 １２人中 ９人 ７５．０％ 

２ 情報公開・個人情報保護審議会 ８人中 ５人 ６２．５％ 

３ こども家庭福祉審議会 １６人中１０人 ６２．５％ 

４ 社会教育委員会議 １０人中 ６人 ６０．０％ 

５ 図書館協議会 １０人中 ６人 ６０．０％ 

６ 文化芸術振興委員会 １４人中 ８人 ５７．１％ 

７ 学校給食センター運営委員会 ２３人中１３人 ５６．５％ 

８ 公の施設の指定管理者候補者審査委員会(図書館) ９人中 ５人 ５５．６％ 

９ 老人ホーム入所判定委員会 ９人中 ５人 ５５．６％ 

10 就学支援委員会 １３人中 ７人 ５３．８％ 

11 公民館運営審議会 １６人中 ８人 ５０．０％ 

12 いじめ問題対策連絡協議会 １５人中 ７人 ４６．７％ 

13 安全安心なまちづくり防犯推進市民懇談会 ７人中 ３人 ４２．９％ 

14 健康づくり審議会 １９人中 ８人 ４２．１％ 

15 生涯学習推進市民懇談会 １２人中 ５人 ４１．７％ 

16 市民参加及び協働推進委員会 １０人中 ４人 ４０．０％ 

17 いじめ調査委員会 ５人中 ２人 ４０．０％ 

18 いじめのない学校づくり協議会 ５人中 ２人 ４０．０％ 
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（３）女性委員がいない審議会等（２件） 

（平成３０年：５件） 

①選出を依頼する団体に所属する女性が少ない、団体または機関の長や役員等役職を指

定しているため 

・入札監視委員会（委員構成：大学教授、弁護士） 

 

②その他 

・都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理審議会（委員構成：宅地所有者、学識経験者、借地権者） 

   選挙結果によるため 

 

 

 

 

 

３ その他                                       

 

（１）現在委員を任命していない審議会等１０件（平成３０年：１１件） 

 ①諮問案件がないため 

・公務災害補償等審査会 

・特別職報酬等審議会 

・社会福祉法人認可等審査委員会 

 ・予防接種健康被害調査委員会 

・産業振興審議会 

・農業委員会の委員候補者選考委員会 

・放置自転車等対策審議会 

・上水道事業審議委員会 

・教育振興基本計画審議会 

 

②他の審議会と内容及び委員構成が重なっており、開催を見合わせているため 

  ・青少年問題協議会 

 


